
  

 

山陰・夢みなと博覧会記念基金海外教育旅行助成金交付要綱 

平成２３年３月２９日制定 

平成２８年８月３１日改正 

令和元年１０月１日改正 

令和７年４月１日改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、山陰・夢みなと博覧会記念基金の管理運営に関する規程（以下「規程」という。）第 

３条第２号に規定する助成事業に係る助成金の交付について、規程第６条の規定に基づき必要な事項 

を定めるものとする。 

 

（助成対象者及び助成対象事業） 

第２条 助成対象者は、鳥取県内の次の各号に定める学校又は保育所のいずれかに在籍する幼児・児童・ 

生徒で、第２項各号に定めるいずれかに該当する事業に参加する者（以下「助成対象者」という。）と 

する。 

（１）学校教育法第２２条に規定する幼稚園 

（２）学校教育法第２９条に規定する小学校 

（３）学校教育法第４５条に規定する中学校 

（４）学校教育法第５０条に規定する高等学校の本科 

（５）学校教育法第６３条に規定する中等教育学校（いわゆる中高一貫校） 

（６）学校教育法第７２条に規定する特別支援学校で第１号から第４号までに規定する学校に準ずる教育 

を行うもの 

（７）学校教育法第１１５条に規定する高等専門学校で第４号に規定する学校に準ずる教育を行う期間の 

もの 

（８）学校教育法第１２４条に規定する専修学校の高等課程 

（９）児童福祉法第７条に規定する保育所及びこれに準ずる施設 

（10）その他助成対象者として理事長が特に認める者 

２ 助成対象事業は次のとおりとする。 

（１）学校又は保育所行事の一環として実施される学校又は保育所単位での海外研修旅行 

（２）学校又は保育所行事の一環として実施される学校又は保育所単位での海外交流事業 

（３）その他助成対象事業として理事長が特に認めるもの 

 

（助成金の額） 

第３条 助成金は、次条に規定する助成代表者に一括して交付することとし、その額は次のとおりとする。 

（１）基本額１０，０００円に助成対象者数を乗じて得た額とする。 

（２）助成対象事業の海外への交通機関として、往路又は復路のいずれかでも鳥取県内発着便を利用する

場合には、前号の基本額に助成対象者１人当たり１０，０００円を加えた額に助成対象者数を乗じて

得た額とする。 

（助成金の交付申請） 

第４条 前条の助成金は、助成対象者の所属する学校又は保育所の代表者（以下「助成代表者」という。） 

が一括して、事業を実施する１か月前までに助成金交付申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第 

２号）を公益財団法人鳥取県国際交流財団（以下「財団」という。）に提出しなければならない。なお、 

特段の事情があると認められる場合の提出期限についてはこの限りではない。 



  

 

 

（助成金の交付決定） 

第５条 財団は、前条の申請を受けて、申請内容を審査し、助成金交付決定通知書（様式第３号）により 

申請者に通知をする。 

 

（助成事業の内容の変更） 

第６条 助成代表者は、次の各号に定める変更を除き、助成事業の内容等を変更しようとするときは、助 

成事業変更承認申請書（様式第４号）を財団に提出し、承認を受けなければならない。 

（１）助成対象者数の軽微な増減等の変更 

（２）助成金の額に大きな変動を及ぼすことがない行程等の変更 

 

（実績報告書） 

第７条 助成代表者は、助成事業を完了したときは、その日から起算して２か月を経過した日又は翌年度

４月１０日のいずれか早い日までに助成事業実績報告書（様式第５号）を財団に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第８条 財団は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助 

成金の額の確定通知書（様式第６号）により助成代表者に通知する。 

 

（助成金の交付） 

第９条 前条の通知を受けた助成代表者は、助成金交付請求書（様式第７号）を財団に提出しなければな 

らない。 

２ 助成金の交付は、第７条に規定する助成事業実績報告を受けて、第８条に規定する助成金の額の確定 

後に交付することを原則とするが、助成事業実施に際して助成金の概算払を希望する助成代表者には、 

第４条に規定する助成金の交付申請と併せて助成金概算払申請・請求書（様式第８号）の提出を受けて、 

第５条に規定する交付決定通知に併せて概算払をすることができる。なお、その額は交付決定額の１０ 

割以内とする。 

 

（証拠書類の保管） 

第１０条 助成代表者は、助成事業にかかる収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、証拠となる書類を助 

成事業完了後５年間保存しなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１１条 財団は、助成事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部 

を取り消すことができる。この場合、助成金交付決定取消通知書（様式第９号）により、助成代表者に 

通知する。 

（１）助成対象事業を実施しないとき、または期間内に実施する見込みがないとき 

（２）助成金の交付の申請について不正の事実があった場合 

（３）第２条に定める助成対象事業に適合しなくなったと認められる場合 

（４）助成対象事業の実施が、交付申請又は交付決定の内容に著しく違反していると認められる場合 

（５）前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合 

（６）その他、理事長が不適当と認めた場合 

２ 前項の規定は、第８条に規定する助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。 

 



  

 

（助成金の返還） 

第１２条 財団は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、助成対象事業の当 

該取り消しにかかる部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還させるもの 

とする。 

 

（調査等） 

第１３条 財団は、助成対象事業の適正を確保するため必要があるときは、助成代表者に報告させ、又は 

財団の役職員若しくはその代理人に、その事務所等において帳簿書類その他の物件を調査させ、若しく 

は関係者に質問させることができる。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年８月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


